
一
頁

○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
家
公
安
委
員
会
文
書
決

裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

河
野

太
郎

国
家
公
安
委
員
会
文
書
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

国
家
公
安
委
員
会
文
書
決
裁
規
則
（
平
成
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
中
「
内
閣
府
令
案
」
の
下
に
「
で
重
要
な
も
の
」
を
加
え
、
第
四
号
中
「
国
家
公
安
委
員
会
規
則
」
の
下
に
「
で
重

要
な
も
の
」
を
加
え
、
第
八
号
中
「
関
す
る
こ
と
。
」
を
「
関
す
る
こ
と
で
重
要
な
も
の
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


